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企
業
局
管
理
規
程

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

企
業
局
訓
令

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
期
末
手
当
及
び
奨
励
手
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
一

臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
三
十
日

大
分
県
企
業
局
長

磯

田

健

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
一
号

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
二
十
二
の
項
中
「
八
週
間
を
」
を
「
一
年
を
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
六
号

本

局

事

業

所

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
期
末
手
当
及
び
奨
励
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業

局
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
九
月
三
十
日

大
分
県
企
業
局
長

磯

田

健

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
を
し
て
い
る
職
員
（
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二

以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を

「
（
次
に
掲
げ
る
育
児
休
業
を
除
く
。
）
を
し
て
い
る
職
員
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
条
例
（
平
成
四
年
大
分
県
条
例
第
四
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
に

規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間

が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

ロ

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三
条
の
二

に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
以
外
の
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係

る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以

下
で
あ
る
育
児
休
業

第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
を
し
て
い
る
職
員
（
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が

二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
職
員
を
除
く
。
）
」

を
「
（
第
五
条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
育
児
休
業
を
除
く
。
）
を
し
て
い
る
職
員
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
七
号

本

局

事

業

所

臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
九
月
三
十
日

大
分
県
企
業
局
長

磯

田

健

第
十
八
条
第
一
項
中
「
）
の
」
を
「
）
そ
の
他
の
法
令
の
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
十
の
項
中
「
八
週
間
を
」
を
「
一
年
を
」
に
改
め
る
。

令

和

四

年

号

外

六
七

九
月
三
十
日

( 金 曜 日 )

目
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毎
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・
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日
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き
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発
行
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大

分
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集
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令
和
四
年
九
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
・
企
業
局
訓
令
）
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第
四
号
様
式
中
「地

方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

」
を
「法

令

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
八
号

本

局

事

業

所

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
九
月
三
十
日

大
分
県
企
業
局
長

磯

田

健

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
」
を
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ハ
」
に
、
「
第
二
条
の
四

第
二
号
」
を
「
第
二
条
の
四
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
健
康
保
険
」
を
「
地
方
公
務
員
共
済
組
合
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
十
の
項
中
「
八
週
間
」
を
「
一
年
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
九
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
訓
令
）

二


